
 

第２章 地方行政制度 

 

前章に記載したとおり、国家機関は、全人代、国家主席、国務院（人民政府）、監察

委員会、人民法院、人民検察院、中央軍事委員会等から構成されている。  

このうち、中央国家機関としては、全人代、国家主席、国務院、中央軍事委員会、国

家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院、中国共産党中央委員会及び中国人民政

治協商会議全国委員会等があり、一方、地方国家機関としては、地方各級人民代表大

会、地方各級人民政府、地方各級人民法院、地方各級人民検察院、特別行政区等があ

る。 

中国においては、「地方公共団体」というべき法人格のある団体はなく、地方各級人

民代表大会や地方各級人民政府等は、それぞれの地域を所管する国家権力機関と位置

付けられている。中央国家機関との関係は、「中央と地方の職権の区分は、中央の統一

的指導の下で、地方の自主性と積極性を十分に発揮させるという原則に従う」（憲法第

３条第４項）こととされている。  

 

本章では、地方行政制度を把握するために、これら地方各級人民代表大会、地方各級

人民政府、特別行政区の制度等を説明する。  

具体的には、第１節にて地方行政の階層及びその概要を、第２節にて階層（各級）ご

との組織と権限を、第３節にて特別行政区制度を、第４節にて公務員制度を、第５節に

て執行機関である各級地方人民政府での事務について記載する。  

 

  



 

第１節 行政区 

１ 概論 

行政区は、基本的に、省級、地級、県級、郷級の４つの階層（級）に分けられている

（日本は都道府県と市町村の２層制）。  

 

図表２－１ 中国の行政区画  

 

省 級             省                       直轄市  

 

 

 

地 級       （地 区）   地級市                  

                               

 

 

県 級    県級市      県   県   市管轄区   県級市   県・県級市     市管轄区  

 

 

郷 級 (街道弁事処)    郷・鎮      (街道弁事処)   郷・鎮      (街道弁事処) 

 

      (居民委員会)  (村民委員会)  (居民委員会)  (村民委員会)  (居民委員会) 

 

※   は地方各級人民政府である。  

（注１）特別行政区、民族自治地域は省略している。 

（注２）本図は典型的なものを記載した基本図である。このため、例えば県級市や市管

轄区の下に、街道弁事処のほか、郷や鎮が存在する場合などがある。 

（注３）居民委員会、村民委員会は、県級政府の指導の下、必要な行政サービス等を行

う住民の自治組織である。 

 

 日本が都道府県と市町村の２層制をとるのに対し、中国は、省級、地級（地区級）、

県級、郷級の４層制をとっている。各級ごとにそれぞれ議会、行政、司法機関を有する

とともに、各機関は中央機構及び上級機構の指導下にある。  

 

 「市」という行政区画が、省級（北京市などの直轄市）、地級、県級の階層にそれぞ

れ存在する（例：「△省〇市□区」「△省〇市☆県」「△省〇市◇市」など）のも、日

本とは大きく異なる点である。  

 

地級以下の行政区画では、それぞれ地区、県、郷があるところ、都市部にそれぞれ地



 

級市、県級市・区、鎮・街道弁事処が置かれている。現在では、地級では地級市がほと

んどであり、県級では区・県級市が県と同数程度である。  

 

 県級市は、基本的に地級市の管轄下にあるが、一部の県級市は省により直轄で管理

されている場合もある（海南省全域など）。 

 また、地級市が県級の行政区画を置かず、直接郷級の行政区画を管轄している場合

もある（広東省東莞市など）。 

 

このほか、各少数民族が集住して居住する区域において、自治機関を設立するもの

として、自治区・自治州・自治県がある。  

 

図表２－２ 地級・県級の例（一部） 

 地級 県級 

福建省 
福州市 

区  ：鼓楼区、台江区、倉山区、晋安区、馬尾区、長楽区 
県級市：福清市 
県  ：閩候県、連江県、閩清県、羅源県、永泰県、平潭県 

厦門市 区  ：思明区、湖里区、集美区、海滄区、同安区、翔安区 

 

 

図表２－３ 行政区画数（2022年末時点） 

省級(34) 地級(333) 県級(2,843) 郷級(38,602) 
直轄市 
省 
自治区 
特別行政区 

4 
23 

5 
2 

地級市 
その他 

293 
40 

市管轄区 
県級市 
県 
自治県 
その他 
 

977 

394 

1,301 

117 

54 

 

鎮 
郷・民族郷 
街道 
その他 

21,389 

8,227 

8,984 

2 

 

（出所）『中国統計年鑑（2023年版）』３頁をもとに作成。 

  

  



 

２ 各行政区の概要 

（１）省級行政区 

省級行政区には、省、自治区、直轄市及び特別行政区がある（憲法第 30 条、第 31

条）。 

 省・自治区・直轄市の設立、廃止、改名は、国務院が全人代に報告し、審議のうえ決

定される（憲法第 62 条、行政区画管理条例第６条）。  

 

図表２－４ 省級地方の概要（2022年末時点） 

区分 地方名 
人口 

(万人) 

面積 

(万k㎡) 

地級地方政
府の数 

県級地方
政府の数 

郷級地方 

政府の数 

省 河 北 7,420 19 11  167 2,254 

山 西 3,481 16 11  117 1,278 

遼 寧 4,197 15 14  100 1,354 

吉 林 2,348 19 9  60 961 

黒龍江 3,099 47 13 121 1,315 

江 蘇 8,515 10 13 95 1,237 

浙 江 6,577 10 11  90 1,364 

安 徽 6,127 14 16  104 1,522 

福 建 4,188 12  9  84 1,108 

江 西 4,528 17 11  100 1,578 

山 東 10,163 15   16  136 1,825 

河 南 9,872 17 17 157 2,458 

湖 北 5,844 19 13  103 1,257 

湖 南 6,604 21 14 122 1,944 

広 東 12,657 19 21  122 1,612 

海 南 1,027 3.4   4    25  218 

四 川 8,374 48 21 183 3,101 

貴 州 3,856 17  9  88 1,509 

雲 南 4,693 39 16 129 1,424 

陝 西 3,956 21 10  107 1,316 

甘 粛 2,492 45 14  86 1,356 

青 海 595 72  8    44 404 

（台湾） 2,326 3.6    

自 

治 

区 

内蒙古 2,401 118 12 103 1,025 

広西壮族 5,047 24 14 111 1,253 

チベット 364 120  7  74 699 

寧夏回族  728 6.6  5  22 243 

新疆ｳｲｸﾞﾙ 2,587 165 14 107 1,146 

直 

轄 

市 

北 京 2,184 1.7 -   16 343 

天 津 1,363 1.2 -  16 252 

上 海 2,475  0.6 -   16 106 

重 慶 3,213 8.2 -  38 1,031 

特別  

行政区  

香 港 734.6 0.1    

マカオ  67.7 0.003    

    （出所）『中国統計年鑑（2023年版）』をもとに作成。  

 

 



 

（２）地級行政区 

 地級行政区には、地区、地級市、自治州等がある。前述のとおり、区画数では地級市

が９割近くを占める。  

 

 一級下の県級市が地級市となるための基準は、下表のとおりである。  

 

図表２－５ 地級市となるための基準  

項目 条件（数値）  

都市部の非農業分野就業人口（万人）  25 

非農業分野就業者で都市戸籍を持つ人口（万人）  20 

工農業総生産高（億元）  30 

工農業総生産高に占める工業総生産高の比率（％） 80 

国内総生産高（億元）  25 

国内総生産高に占める第３次産業生産高の比率  
35％以上かつ第１次産

業の生産高を上回る  

予算内財政収入（億元）  2 

（出所）「民政部の市設置標準調整報告に係る国務院回覧審査通知」1993 年５月 17 日

（附）二、地級市設立の標準 を参考に作成。 

 

地級市の中には、「副省級市」という都市がある。地級市として省の管轄下にある

が、特に重要な市として、経済・財政と法制の面で、省と同程度の自主権が認められてい

る。2023年12月現在、広州市、武漢市、ハルビン市、瀋陽市、成都市、南京市、西安

市、長春市、済南市、杭州市、大連市、青島市、深セン市、アモイ市、寧波市の15都市

がこれに該当する。  

 

 地区は、省の派出機関であり、省・自治区の人民政府が、必要がある場合に国務院の承

認を経て設立する（組織法第85条）。 

 

 地級市・自治州の設置並びにその行政区画は、国務院により承認される（憲法第 89

条第１項第 15 号、行政区画管理条例第７条第１項第２号）。  

 

 自治州は、行政機構において通常の地級市と大きな差はないものの、少数民族が多

く居住していること、地級市と比較して人口密度が低く、農牧業が主体であるところ

が多い、といった相違点がある。  

 

 

 



 

（３）県級行政区 

 県級行政区には、県、自治県、県級市、区がある（憲法第 30 条第１項第２号、第２

項）。 

 一級上の地級が一定の条件を満たした場合にのみ存在するのに対し、県級は、どの

地域にもほぼ必ず存在する、最も基本的な行政単位である。日本で言うところの市町

村のような存在と言える。  

 

 上述のとおり、県が農村部に多く存在するのに対し、県級市は都市部に多く存在す

る。 

 

 自治県は、民族自治を行う県級の行政区画である。県と異なる点として、人民代表大

会に一定数の当該少数民族の代表が割り当てられていることが挙げられる。  

 

県級市となるための基準は、下表のとおりである。  

図表２－６ 県級市となるための基準  

地域区分 項目 
人 口 密 度

＞400 人 

人口密度 

400～100 人 

人口密度

＜100 人 

県政府所

在地鎮に

おける 

条件 

非農業分野就業人口（万人）  12 10 8 

そのうち都市戸籍をもつ人口

（万人）  

8 7 6 

上下水普及率（％）  65 60 55 

道路の舗装率（％）  60 55 50 

都会部のインフラが比較的安全で排水路が比較的整備されていること  

全県域に

おける 

条件 

非農業人口（万人）  15 12 10 

全人口に占める非農業人口の

比率（％）  

30 25 20 

郷・鎮以上の工業生産高（億元） 15 12 8 

工農業総生産高に占める郷・鎮

以上の工業生産高（％） 

80 70 60 

国内総生産高（億元）  10 8 6 

国内総生産高に占める第３次

産業の生産高の比率（％）  

20 20 20 

地方本級

予算内財

政収入 

総額（万元）  6,000 5,000 4,000 

一人当たり（元）  100 80 60 

ある程度の上納支出任務を負担する  

（出所）「民政部の市設置標準調整報告に係る国務院回覧審査通知」1993 年５月 17 日

（附）二、地級市設立の標準 を参考に作成。  



 

 県・自治県・県級市の設置並びにその行政区画は、国務院により承認される（憲法第

89 条第１項第 15 号、行政区画管理規定第４条第１項第２号）。  

 

 なお、北京市などの直轄市に設けられている市管轄区は、区長等の人事格付けでは、

地級に位置付けられるものの、区の人民代表が直接選挙で選出される（⇔地級市の人

民代表は、県人民代表による間接選挙）など、行政管理上は、実質的に県級である県と

同程度に取り扱われている。  

 

（４）郷級行政区 

郷級行政区には、鎮、郷、民族郷がある（憲法第 30 条第１項第３号）。  

 

 郷は農村地帯の末端の行政組織である。  

 

鎮は、商工業を中心とし、人口が比較的集中している区域に設けられる。  

鎮の設置基準は、省、自治区、直轄市の人民政府関係部門により立案される（行政区

画管理条例第 11 条）。 

 

 民族郷は、少数民族の集住する地域に設置される郷級行政区である。  

 

街道は、憲法上の定めはない。市管轄区や県級市の人民政府は、必要に応じて、上級

人民政府の承認を得ることで、その派遣機関としての街道を設置することができる（組

織法第 85 条第３項）。  

 

郷・民族郷・鎮の設置並びにその行政区画は、省級人民政府が決定する（憲法第 107

条第３項、行政区画管理条例第９条）。  

 

（５）自治区、自治州、自治県 

 自治区、自治州、自治県（以下「民族自治区」という。）においては、憲法及び民族

区域自治法（以下「民族自治法」という。）により、民族区域の自治が保証されている。  

 民族区域自治とは、国家の指導の下、各少数民族が集住して居住する区域において、

自治機関を設立し、自治権を行使する制度である。  

 

  



 

第２節 組織と権限 

 

１ 地方各級人民政府 

地方各級の人民政府は、地方の各級国家権力機関の執行機関であり、地方の各級国

家行政機関である（憲法第105条）。 

全国の地方各級人民政府は、国務院の統一的指導下にある国家行政機関であり、全

て国務院に従う（憲法第89条第１項第４号、組織法第69条第２項）。これは地方人民

政府が当該地方における国家権力の執行機関として、当該地方人民代表大会（以下、

「地方人代」という。）が決議した議案と制定した地方法規を実行しながら、併せて、

国家行政機関として、国務院や上級人民政府の指導と命令を遵守しなければならない

ことを意味している。つまり、中国の地方人民政府は、日本の地方公共団体の執行機関

としての性格と国の地方行政機関としての性格を併せ持っている。  

なお、中国における法律上の人民政府とは、地方公共団体の執行機関の組織全体を

指す日本とは異なり、地方人民政府の指導者のみを指す。  

 

（１）省級地方人民政府 

ア 省人民政府 

（ア）構成員 

省人民政府は、省長、副省長、秘書長、庁長及び委員会主任等から構成される

（組織法第70条）。 

   省人民政府の活動は省長により主宰される。また、活動に係る事項の最終決定

権は省長に属するとともに、省長はその決定に全ての責任を負わなければならな

い（憲法第105条、組織法第77条）。 

 

（イ）構成員選出方法とその任期 

    省長、副省長は、省人民代表大会（以下「省人代」という。）の選挙によって選

出される（憲法第101条第１項、組織法第11条第１項第５号）。  

   省長、副省長は差額選挙により選出される。具体的には、それぞれの候補者は、

議長団による共同指名又は省人代代表30名以上の連署により選出され、その人数

は、省長の場合選出すべき人数より１名、副省長の場合選出すべき人数より１～

３名多くしなければならないとされているが（組織法第26条、第27条）、省長の

候補者の人数は１名でも良いとされている（同第27条）。 

   なお、その任期は、１期５年である（憲法第106条、組織法第72条）。 

 

（ウ）機関決定 

   省長は、省人民政府全体会議及び常務会議を招集し、主宰する。政府活動におけ

る重大な問題の決定は、全体会議及び常務会議を経なければならない（組織法第

78条）。 



 

    全体会議：省人民政府の全構成員により構成  

    常務会議：省長、副省長及び秘書長により構成  

 

（エ）組織 

   省人民政府は、業務の必要及び効率的に仕事を進める原則に基づき、必要な業

務部門を設立する。各業務部門は、省人民政府の統一的指導を受け、かつ、法律又

は行政法規の規定により国務院の主管部門の業務指導又は指導を受ける（組織法

第79条、第83条）。 

   また、省及び自治区は、必要のある場合には、国務院の承認を経て、派出機関と

して「地区」を設立できる（組織法第85条）。 

 

（オ）職務･権限  

ａ 行政活動の管理等 

   省人民政府は、法律に定める権限に基づいて、省内における経済、教育、科学、

文化、衛生、体育及び都市･農村建設の各事業並びに財政、民政、公安、民族事務、

司法行政、計画出産その他の行政活動を管理し、決定及び命令を発布し、行政職員

の任免、研修、考課及び賞罰を行う（憲法第107条）。 

 

  ｂ 規則の制定等  

   省人民政府は、法律、行政法規並びに省の地方性法規に基づき、規則を制定し、

国務院及び省人代常務委員会に届け出ることができる。この場合、省人民政府の

常務会議又は全体会議の討議を経て決定する必要がある（組織法第74条）。 

 

（カ）省人代及び国務院との関係 

   省人民政府は、省人代及び国務院に対し、責任を負い、かつ、活動を報告する。

省人民政府は、省人代の閉会中、省人代常務委員会に対して責任を負い、またその

活動を報告する（憲法第110条、組織法第69条）。 

 

イ 直轄市人民政府 

直轄市は、地区級市や県級市と異なり、省や自治区と同じく中央政府から直接指

導監督や補助等を受けるので、速やかに政策を進めることができ、都市建設におけ

る政策を速やかに決定できることや、市の実情に合わせた都市経営ができるといっ

た利点がある。 

2023年３月現在、北京市、天津市、上海市、重慶市の４直轄市が存在する。  

直轄市の設立（省の区域変更）に関する明文規定はないが、1997年に重慶市が四

川省内の一都市から直轄市に昇格した際には、全人代において設立が決定された。  

 直轄市人民政府は、市長、副市長、秘書長、局長及び委員会主任等から構成される

（組織法第70条）。構成員選出方法とその任期、機関決定、組織、人代及び国務院



 

との関係、職務・権限については、派出機関を設立することができないことを除き、

省人民政府と差異はない。  

 

ウ 自治区人民政府 

中国は、56の民族を擁する多民族国家であり、各少数民族が集中して居住してい

る地域である自治区では、区域自治を実行し、自治機関を設置し、自治権を行使す

る（憲法第４条、第95条）。2023年３月現在、内蒙古、広西チワン族、チベット、

寧夏回族、新疆ウイグルの５地域が自治区となっている。  

以下では、同じ省級の省人民政府と異なる点を中心に記載する。  

（ア）構成員 

   自治区人民政府は、区主席、副主席、秘書長、庁長、委員会主任から構成される。

また、自治区主席は、区域自治を実施する民族の公民がこれを担当する（憲法第

114条、組織法第70条、民族区域自治法第17条）。 

 

（イ）自治機関の職務･権限等 

   自治機関は、省人民政府の職務・権限のほかに、「憲法、民族区域自治法その他

の法律の定める権限に基づいて自治権を行使し、その地域の実際の状況に即して

国家の法律及び政策の執行を貫徹する（憲法第115条）」こととされており、具体

的には以下の項目が挙げられる。    

   なお、ここで述べる事務は、自治州及び自治県においても該当する。  

ａ 財政管理 

   自治機関は、地方財政を管理する自治権を有する。国家の財政制度によって民

族自治地方に属する財政収入は、全て民族自治地方の自治機関が自主的に決定し

て使用する（憲法第117条、民族区域自治法第32条）。 

 

  ｂ 地方経済建設の企画･管理等 

   国家の計画的な指導の下において、当該地方の特徴及び必要に基づき、経済建

設の方針、政策及び計画を制定し、地方経済建設事業を自主的に手配･管理する（民

族区域自治法第25条）。なお、国家が資源開発や企業設立をする場合には、民族自

治地方の利益に配慮しなければならない（憲法第118条）。 

 

  ｃ 各種事業の管理等 

   自治機関は、その地域の教育、科学、文化、医療衛生及び体育の各事業を自主的

に管理し、民族的文化遺産を保護及び整理し、並びに民族文化を発展させ、繁栄さ

せる（憲法第119条）。 

教育を例にすれば、自治区・自治州・自治県の自治機関が、地域の教育計画･学

校設置･学校運営・教育内容･教育用語等の決定、寄宿制や奨学金制による公立民

族小中学校の設立、少数民族の文字による教科書の使用、標準語教育等を行うこ



 

ととされている（民族区域自治法第36条、第37条）。 

 

ｄ 公安部隊の組織 

   国家の軍事制度及び現地の実際の必要に基づき、国務院の承認を得て、その地

域の社会治安を維持する公安部隊を組織することができる（憲法第120条）。 

 

 

（ウ）その他 

 ａ 使用言語等 

   自治機関は、当該地方の各民族が、全て自らの言語及び文字を使用し、発展させる

自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有するよう保障する（民

族区域自治法第10条）。 

職務を執行する際に、その民族自治地方の自治条例の規定に基づいて、その地で通

用する１種又は数種の言語･文字を使用する（憲法第121条、民族区域自治法第21条）。 

少数民族の学生の募集・採用を主とする学校（クラス）、その他の教育機構で条件

のあるものは、少数民族文字の教科書を採用し、かつ、少数民族の言語を用いて講義

しなければならない（民族区域自治法第37条）。 

 

 ｂ 国家の義務 

   財政･物資･技術等の面から少数民族を援助して経済・文化建設に努めること、少

数民族の人材登用や専門技術人材の養成が、国家の義務とされている（憲法第122

条）。 

なお、ここに記載した職務・権限等は、自治州及び自治県にも当てはまる。  

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）地級地方人民政府 

ア 地級市人民政府 

（ア）構成員 

   地級市人民政府は、市長、副市長、秘書長、局長、委員会主任等から構成される

（組織法第70条第１項）。  

地級市人民政府の活動は市長により主宰される。また、活動に係る事項の最終

決定権は市長に属するとともに、市長はその決定に全ての責任を負わなければな

らない（憲法第105条、組織法第77条）。 

 

（イ）構成員選出方法とその任期 

    市長、副市長は、地級市人民代表大会（以下「地級市人代」という。）が行う選

挙によって選出される（憲法第101条第１項、組織法第11条第１項第５号）。  

   また、その任期は、１期５年である（憲法第106条、組織法第72条）。 

 

（ウ）機関決定 

    市長は、地級市人民政府全体会議及び常務会議を招集し、主宰する。政府活動に

おける重大な問題の決定は、全体会議及び常務会議を経なければならない（組織

法第78条）。 

    全体会議：地級市人民政府の全構成員により構成  

    常務会議：市長、副市長及び秘書長により構成  

 

（エ）組織 

    地級市人民政府は、業務の必要及び効率的に仕事を進める原則に基づき、必要

な業務部門を設立する。各業務部門は、地級市人民政府の統一的指導を受け、か

つ、法律又は行政法規の規定により国務院及び省級政府の主管部門の業務指導又

は指導を受ける（組織法第79条、第83条）。 

 

（オ）職務･権限  

ａ 行政活動の管理等 

地級市人民政府は、法律に定める権限に基づいて、当該行政区域内の経済、教

育、科学、文化、衛生、体育事業、都市・農村の建設事業並びに財政、民政、公安、

民族事務、司法行政並びに計画出産等行政活動を管理し、決定及び命令を発布し、

行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行う（憲法第107条）。 

 

ｂ 規則の制定等 

省及び自治区人民政府所在地の市、国務院の承認を得た市の人民政府は、法律、

行政法規並びに当該省、自治区の地方性法規に基づき、規則を制定し、国務院並び

に省、自治区の人代常務委員会と人民政府に届け出ることができる。この場合、当



 

該市人民政府の常務会議又は全体会議の討議を経て決定する必要がある（組織法

第74条）。 

 

（カ）地級市人代及び国務院・省地方政府との関係 

    地級市人民政府は、地級市人代、省級地方人民政府及び国務院に対して責任を

負い、かつ報告をしなければならない。地級市人代の閉会期間においては、地級市

人代常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する（組織法第69条）。 

 

 

※ 地区 

 省級人民政府が、主に経済規模の条件が不足し、地級市が設置されていない地域

を管理するに当たり、組織法第85条に基づき設置している派出機関のことをいう。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（３）県級地方人民政府（県人民政府2） 

ア 構成員 

  県人民政府は、県長（県級市では市長、市管轄区では区長、以下同じ。）、副県長

（副市長、副区長、以下同じ。）、局長、科長等から構成される（組織法第70条第２

項）。 

県人民政府の活動は県長により主宰される。また活動に係る事項の最終決定権は

県長に属するとともに、県長はその決定に全ての責任を負わなければならない（憲

法第105条、組織法第77条）。 

 

イ 構成員選出方法とその任期 

県長、副県長は、県人民代表大会（以下「県人代」という。）の選挙によって選出

される（憲法第101条第１項、組織法第11条第１項第５号）。  

  また、その任期は、１期５年である（憲法第106条、組織法第72条）。 

 

ウ 機関決定 

県長（市長及び区長）は、同級の人民政府全体会議及び常務会議を招集し、主宰す

る。政府活動における重大な問題の決定は、全体会議及び常務会議を経なければな

らない（組織法第78条）。 

   全体会議：県人民政府の全構成員により構成  

   常務会議：県長、副県長により構成  

 

エ 組織 

県人民政府は、業務の必要及び効率的に仕事を進める原則に基づき、必要な業務

部門を設立する。各業務部門は、県人民政府の統一的指導を受け、かつ、法律又は行

政法規の規定により上級地方政府の主管部門の業務指導又は指導を受ける（組織法

第79条、第83条）。 

 

オ 職務･権限 

  県人民政府は、法律に定める権限に基づいて、省内における経済、教育、科学、文

化、衛生、体育及び都市･農村建設の各事業並びに財政、民政、公安、民族事務、司

法行政、計画出産その他の行政活動を管理し、決定及び命令を発布し、行政職員の任

免、研修、考課及び賞罰を行う（憲法第107条）。 

なお、地級以上の地方各級人民政府とは異なり、規則を制定することはできない。  

 

 
2 県級市人民政府及び市管轄区人民政府における構成員選出方法とその任期、機関決

定、組織、職務･権限、人代及び国務院との関係については、県人民政府と同様であ

るので、ここでは県人民政府についてのみ説明する。  



 

カ 県人代及び国務院・上級地方政府との関係 

県人民政府は、県人代、上級地方人民政府及び国務院に対して責任を負い、かつ報

告をしなければならない。同級の人民代表大会の閉会期間においては、同級の人民

代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する（組織法第69条）。 

 

 



 

（４）郷級地方人民政府 

ア 郷人民政府3 

（ア）構成員 

   郷人民政府は、郷長（鎮では鎮長、以下同じ。）、副郷長（鎮では副鎮長、以下

同じ。）を設置することとされている。なお、民族郷の郷長は、民族郷の少数民族

の公民が担当することとなっている(組織法第70条第３項）。 

 

郷人民政府の活動は郷長により主宰される。また、活動に係る事項の最終決定

権は郷長に属するとともに、郷長はその決定に全ての責任を負わなければならな

い（憲法第105条、組織法第77条）。 

 

（イ）構成員選出方法とその任期 

    郷長、副郷長は、郷人民代表大会（以下「郷人代」という。）の選挙によって選

出される（憲法第101条第１項、組織法第12条第１項第７号）。 

   また、その任期は、１期５年である（憲法第106条、組織法第72条）。 

 

（ウ）組織 

郷人民政府は、業務の必要や協同の能率最適化及び効率的に仕事を進める原則

に基づき、必要な業務部門を設立する（組織法第79条）。 

 

（エ）職務･権限  

郷人民政府は、郷人代の決議及び上級国家行政機関の決定並びに命令を執行し

当該行政区域内の行政活動を管理する（憲法第107条第２項）。 

なお、地級以上の地方各級人民政府とは異なり、規則を制定することはできな

い。 

 

 （オ）郷人代及び国務院・上級地方政府との関係 

    郷人民政府は、郷人代、上級地方人民政府、国務院に対して責任を負い、かつ報

告をしなければならない（組織法第69条）。 

なお、財政難への対応と行政機構の効率化を目的として、郷・鎮の合併が進め

られている。 

 

 

  

 
3 鎮人民政府における、構成員選出方法とその任期、機関決定、組織、職務･権限、人

代及び国務院との関係については、郷人民政府と同様であるので、ここでは郷人民政

府についてのみ説明する。  



 

※ 街道弁事処 

市管轄区や県級市は、上級人民政府の承認を経て、業務上の必要に応じて、若干の

街道弁事処を設置することができる（組織法第85条第３項）。街道弁事処は、市管

轄区や県級市が直接管理する派出機関であり、法律に規定される権限と上級政府が

付与した権限に基づき、管轄区内の業務を行う。なお、街道弁事処、郷、鎮の間に上

下関係は存在しない。  

 

 その主たる業務は、法律の運用、行政、経済、教育の推進等である。  

 具体的には、   

 ・街道における各種行政措置の公布及びその管理  

 ・都市管理 

 ・社会福祉等の民政業務の展開（高齢者・障害者福祉、各種社会啓発活動等）  

 ・人口管理 

 ・社会治安総合管理  

 ・社会主義精神文明建設の推進  

 ・行政管理と市政府から委任された関係事務手続  

 ・居民委員会業務の指導と住民の意見・要求の反映  

等である。 

 

 

 

 



 

（５）居民委員会・村民委員会 

中国には、居住区住民の自己管理、自己教育、自己サービスのための住民組織であ

る居民委員会と村民委員会がある。これらは、それぞれ、都市居民委員会組織法（以

下「都委組織法」という。）、村民委員会組織法（以下「村委組織法」という。）に

おいて、大衆的自治組織と規定され、県級政府や郷級地方政府等の指導の下、行政

サービスを展開している、住民に最も近い行政機関として位置付けられる。  

 

ア 居民委員会 

  居民委員会は、都市部における居住区住民の自己管理、自己教育、自己サービスに

関する基層における大衆的性格をもつ自治組織である（都委組織法第２条）。  

 

（ア）構成員 

居民委員会は、主任、副主任及び委員の合計５人以上９人以内で構成される。

なお、多民族居住地区の居民委員会は、少数民族をメンバーに含めるものとされ

ている（都委組織法第７条）。  

 

（イ）構成員選出方法とその任期 

主任、副主任及び委員は、当該居住地区の選挙権を有する住民全員若しくは各

世帯の代表、又は各住民グループの代表（２～３名）の選挙により選出される（都

委組織法第８条第１項）。  

なお、構成員の任期は１期５年であり、その構成員は再任も可能である。  

 

（ウ）機関決定 

居民委員会は、居民会議に対して責任を負い、かつ業務につき報告しなければ

ならない（都委組織法第10条第１項）。また、住民全体の利益に関連する重要な

問題については、居民会議の討議にかけ決定しなければならない（都委組織法第

10条第２項）。 

なお、居民会議は、18歳以上の居民全員から構成され、その全員、各世帯の代

表、又は各住民グループの代表の過半数の出席により開催され、会議の決定は、

出席者の過半数をもって採択する（都委組織法第９条）。  

 

（エ）組織 

居民委員会は、必要に応じて、人民調停、治安保衛、公共衛生等の委員会を設置

することができる。また、若干の住民グループを設置することができる（都委組

織法第13条、第14条）。 

 

 

（オ）職務･権限  



 

居民委員会は、憲法、法律、法規及び国の政策を宣伝し、住民が法により履行し

なければならない義務を履行し、人民政府又はその派出機関が住民の利益に関連

する公共衛生、計画出産、慰問救済、青少年教育等の業務を適切に行うことに協力

する（都委組織法第３条）。  

   

（カ）上級人民政府との関係 

県級市、市管轄区又は街道弁事処は、居民委員会の業務を指導し、支持し、また

支援する。また、居民委員会は、所管する人民政府の業務推進に協力するものとさ

れている（都委組織法第２条）。  

 

 

イ 村民委員会 

  村民委員会は、農村部における居住区村民による自己管理、自己教育、自己サービ

スのための大衆的自治組織であり、民主的管理、民主的監督を実行する（村委組織

法第２条）。 

 

（ア）構成員 

村民委員会は、主任（いわゆる「村長」）、副主任、委員の計３名から７名によ

り構成される。なお、構成員には、適当数の女性を、また多民族の村民が居住する

村では、少数民族をメンバーに含めるものとされている（村委組織法第６条）。  

 

（イ）構成員選出方法とその任期 

村民の直接選挙によって選出する（村委組織法第11条）とされている。構成員

の任期は１期５年であり、その構成員は再任も可能である。  

 

（ウ）機関決定 

村民委員会は、村民会議に対して責任を負い、かつ業務につき報告しなければ

ならない。また、村民の利益に関わる事項については、村民会議の討議にかけ決

定しなければならない（村委組織法第２条、第24条）。 

なお、村民会議は、18歳以上の村民から構成され、会議の決定は、出席者の過

半数をもって採択する（村委組織法第21条、第22条）。 

 

（エ）組織 

村民委員会は、必要に応じて、人民調停、治安保衛、公共衛生等の委員会を設置

することができる（村委組織法第７条）。  

 

（オ）職務･権限  

村民委員会の職務・権限は、憲法、法律、法規及び国の政策を宣伝し、村民が法



 

律で定められている義務を履行し、公共財産を保護し、村民の合法的な権利と利

益を守るよう教育、促進することである（村委組織法第９条）。  

 

（カ）上級人民政府との関係 

郷、民族郷、鎮の人民政府は、村民委員会の活動を指導、支持及び援助する。村

民委員会は、郷、民族郷、鎮の人民政府の活動に協力しなければならない（村委

組織法第５条）。  

 

※ 社区 

ある一定の地域に住み、お互いに助け合う住民の集落・地域のことを「社区」と 

いう。政府の指導の下で、互助的な社会サービスを展開し、社区内の様々な社会問

題の解決を担っている。 

中国各地では、農村部から都市部への人口流動や就業形態の多様化に伴う治安維 

持の面での必要性、社会保障など各種住民サービスの担い手としての必要性、住民

サービス分野での産業発展と雇用機会創出という経済効果に対する期待などを背景

に、社区の建設・拡充が推進されてきている。 

社区内では、街道弁事処や居民委員会（農村部においては郷や村民委員会）が中 

心となり、地域住民によるボランティアと協力しながら、託児や買い物の手伝い、

高齢者・障害者・生活困窮者への福祉サービス、小中学校の給食、文化施設の提供な

ど、住民生活に関わる様々なサービスが提供されている。 

 

 



 

２ 地方各級人民代表大会 

地方人代は、日本の地方議会に相当する機関である。前述のとおり、国権は全て人民

に属するものとされており（憲法第２条第１項）、その人民が国権を行使する機関が地

方人代である（同条第２項）。 

地方人代は、地方の国家権力機関であると定められており（憲法第95、第96条）、

各級に設置されている。 

 

（１）地方各級人民代表大会 

ア 代表の選出方法とその任期 

省級及び地級人代代表はそれぞれ１級下の人民代表大会での間接選挙により、県

級及び郷級人民代表は有権者（満18歳以上）による直接選挙で選ばれる。中華人民

共和国の満18歳以上の公民は、民族、人種、性別、職業、社会的出身、宗教信仰、

教育程度、財産状況及び居住期間を問わず、全て、選挙権及び被選挙権を有する（選

挙法第３条、第４条）。その任期は、１期５年である（組織法第９条）。代表候補

者は、選出するべき代表の定数を上回らなければならない（選挙法第31条）。 

 

イ 定数 

地方各級人代の定数については、各級ごとに基数が定められ、人口に応じて増加

できる（選挙法第12条）。 

 

         図表２－７ 地方各級人代の定数に関する条件  

 人代 基数 代表数増加の条件  上限 

省級 

省、自治区 350名 15万人ごとに１名増加可能 1,000人 

直轄市 350名 ２万5,000人ごとに１名増加可

能 

1,000人 

地級 

地級市、自治州  240名 ２万5,000人ごとに１名増加可

能 

650名（人口が

1,000万人を超

える場合） 

県級 

県、自治県、県

級市、市管轄区 

 

140名 

5,000人ごとに１名増加可能 

（人口が５万人に満たない場合

は、140名未満でも良い）  

450名（人口が

155 万 人 を 超

える場合） 

郷級 

鎮、郷、民族郷 

 

 

45名 

1,500人ごとに１名増加可能 

（人口が2,000人に満たない場

合は、45名未満でも良い）  

160名 

 

集中して居住している少数民族を有する地方においては、集中して居住している

各少数民族は、いずれも当該地区の人民代表大会に参加する代表を有しなければな



 

らない（選挙法第19条）。また、帰国してきた華僑が比較的多い地区については、

帰国華僑についても、適当な定数を有しなければならない（選挙法第７条第２項）。 

 

地方各級人民代表大会の代表の定数は、当該級の人民代表大会常務委員会又は当

該級の選挙委員会が当該行政区域の所轄に係る１級下の各行政区域又は各選挙区の

人口数に基づき、各代表が代表する都市・農村の人口数が等しいという原則に従い

配分する（選挙法第15条）。 

ウ 開催 

県級以上の人代は、同級の人代常務委員会が召集し、議長団 4が主宰の下、毎年最

低１回開催することとされている（組織法第14条第１項、第15条）。県級以上の人

代は、通常、１年に１回開催されるが、時期としては、下級人代はそれぞれの決定を

全人代に報告する必要があることから、全人代の３月上旬開催に合わせて、２月頃

に開催されることが多い。  

また、５分の１以上の人代代表の提案があるときは、臨時に会議を召集すること

ができる（組織法第14条第３項）。 

なお、議事日程やその他の準備事項については、人代開催前に会議を開催し決め  

ることとされている（組織法第17条）。 

 

エ 職務･権限 

ａ 職権 

県級以上では、地域の経済計画や予算等を承認すること。政治・経済・教育・

科学・文化等に関する重大事項を決定すること（組織法第11条第１項第２号、第

３号）。 

郷級では、当該地域の経済、文化事業、公共事業の建設計画やプロジェクトを

決定すること。 

財政予算及び予算執行状況等を承認、監督すること（組織法第12条第１項第３

号、第４号）。 

 

ｂ 人事権 

県級以上では、同級の地方人民政府の首長等、同級の人民法院院長及び人民検

察院院長、１級上の人代代表を選挙、罷免すること（組織法第11条第１項第５号、

第６号、第７号、第13条）。 

    郷級では、同級の地方人民政府の首長等を選挙・罷免すること（組織法第12条 

  第１項第７号、第13条）。 

 

ｃ 監督権 

 
4 議長団は、秘書長とともに、予備会議において選出される（組織法第 17 条第１項）。 



 

県級以上では、人代常務委員会、地方人民政府、法院、検察院等からの活動報

告を聴取し、審議すること（組織法第11条第１項第８号、第９号）。  

       郷級では、同級の地方人民政府からの活動報告を聴取し審議すること（組織  

     法第12条第１項第８号）。  

 

ｄ 立法権 

法律等に抵触しない範囲内で、当該行政地域の必要に基づき地方性法規を制定

すること。但し、この権利は、省級及び国務院の認可を経た地級の人代に限定さ

れる（組織法第10条）。 

 

オ 議決 

議決については、全代表の過半数をもって採択する（組織法第25条）。 

 

カ 全人代等との関係 

下級人代は上級人代に従い、地方人代は全人代に従わなければならない。（組織法 

第５条） 

 

（２）地方各級人民代表大会常務委員会 

地方各級人民代表大会常務委員会（以下「人代常務委員会」という。）は、県級以

上人代の常設機関であり、同級人代に責任を負い、かつ活動を報告することとされ

ている（組織法第46条）。 

 

ア 構成員の選出方法とその任期 

省級及び地級市の人代常務委員会は、同級の人代代表から選出された主任、副主

任、秘書長及び委員から構成される（組織法第47条第１項）。一方、県級の人代常

務委員会は、同級の人代代表から選出された主任、副主任、委員から構成される（同

第２項）。どの常務委員会の任期も、次期人民大が新たな常務委員会を選出するま

でとなっている（組織法第48条）。 

なお、常務委員会の構成員は、国家行政機関、人民法院及び人民検察院の職員と

の兼職が認められていない（組織法第47条第３項）。  

 

  



 

イ 定数 

県級以上の人代常務委員会の定数は、次のとおりであり、人口に従い、同級の人

代により確定される（組織法第47条第４項）。  

図表２－８ 県級以上の人代常務委員会の定数に関する条件  

 定数 その他の条件 

省、自治区、直轄市  45～75

人 

例外的に人口が8,000万人を超える省は上限95

人まで 

地級市、自治州 29～51

人 

例外的に人口が800万人を超える地級市は上限

61人まで 

県、自治県、県級市、

市管轄区 

15～35

人 

例外的に人口が100万人を超える県、自治県、県

級市、市管轄区は上限45人まで 

 

 ウ 開催 

常務委員会は、主任が招集し、少なくとも２ヶ月に１度開催することとされてい

る（組織法第51条第１項）。  

 

 エ 職務･権限 

県級以上の人代常務委員会の主な職権は、次のとおり。   

ａ 決定権 

同級人民政府の建議に基づき、当該地域の経済計画及び社会発展計画の要綱や

予算の調整案等について変更を審査・承認すること。政治、経済、教育、科学、文

化等に関する重大事項及びプロジェクトを討議し、決定すること（組織法第50条

第１項第４号、第５号）。  

 

ｂ 人事権 

人代の閉会中に、同級人民政府の副省長等の任免を決定すること。同級の省長

等が職務を担当することが出来ないときに代理を人選すること（組織法第50条第

１項第13号）。 

 

ｃ 監督権 

同級人民政府、監査委員会、人民法院、人民検察院等の活動を監督し、同級人

代代表と連携し、これら機関、構成員に対する国民からの申立て、意見を受理す

ること（組織法第50条第１項第７号）。  

 

ｄ 立法権 

人代の閉会期間において、法律等に抵触しない範囲内で、当該行政地域の必要

に基づき地方性法規を制定すること。但し、この権利は省級及び国務院の認可を

経た地級の人代常務委員会に限定される（組織法第49条）。 



 

 

オ 議決 

議決については、常務委員会構成員の過半数をもって採択する（組織法第51条第

４項）。 

 

 

（３）郷級人代の主席及び副主席 

郷級人代には、主席が置かれる。その他、副主席を１名ないし２名置くことができ

る（組織法第18条第１項）。主席及び副主席は、郷級人代代表の中から選出され、

その任期は１期５年である。  

主席及び副主席は、郷級人代の閉会期間中、郷級人代と連携をとり、活動を展開

し、かつ代表及び市民の郷級人民政府に対する建議、批判や意見を反映することに

責任を負うこととされている（組織法第18条第３項）。  

 

３ 共産党地方組織 

前章で記載したとおり、中国では、共産党組織が、各種政策の企画・実施や人事管理

など多くの面において国家機関を指揮・指導しており、各級地方政府はもちろんのこ

と、職場、学校及び住民自治組織等、地域の隅々にも置かれている。  

県級以上には、中央組織と同様に、地方各級の代表大会、党委員会、規律検査委員会

の各組織が設置されている。また、中央の政治局及び書記局に相当する機関として、党

委員会の下に常務委員会が設置されている。なお、それぞれの任期は５年である。  

郷級その他には、３人以上の党員が所属する組織には共産党基層組織の設置が義務

付けられている。なお、組織形態は、党員数に応じて委員会（100人以上）、総支部（50

人以上100人未満）、支部（３人以上50人未満）に分けられる。  

 

共産党規約では、政府内における党組織は原則として行政権とは切り離されたもの

であるとされている。  

具体的な組織を見ると、例えば北京市人民政府には、北京市党委員会、規律検査委員

会、組織部、宣伝部、統一戦線工作部、政法委員会、市党校、北京日報（新聞）が設置

されている。 



 

第３節 特別行政区（香港特別行政区・マカオ特別行政区） 

 

中国には、「国家は、必要のある場合は、特別行政区を設置することができる。」（憲

法第31条）という規定に基づき、香港特別行政区（以下「香港」という。）とマカオ特

別行政区（以下「マカオ」という。）の２つの特別行政区が設置されている。  

香港は1997年７月に英国から、マカオは1999年12月にポルトガルから、それぞれ中

国に返還され特別行政区となった。両特別行政区は、返還後50年間、返還前の社会・

経済制度及び生活様式を継続実施することが保障されており、高度の自治を実施し、

行政権・立法権・独立した司法権を有する点で、省、自治区、直轄市とは大きく異なる

（一国二制度）。  

具体的には、公用語が香港では中国語と英語、マカオでは中国語とポルトガル語で

あること、通貨が香港では香港ドル、マカオではマカオパタカが採用されていること、

中国本土では右側通行であるのに対し香港・マカオでは左側通行であることなど、行

政面・経済面における様々な制度が、中国本土とは大きく異なっている。  

各特別行政区では、その地域の憲法ともいえる香港特別行政区基本法、マカオ特別

行政区基本法が制定されている。歴史的経緯や実情に多少の差異が見られるものの、

立法の背景と趣旨が似ていることから、その制度には多くの面で共通点がある。  

本節では、香港特別行政区を中心に述べる。  

 

 

１ 特別行政区の政治・行政機構 

（１）行政機関 

ア 行政長官 

行政長官は、特別行政区の首長であり、特別行政区の代表である。法の規定によ  

り、中央人民政府及び特別行政区に対して責任を負う（香港特別行政区基本法（以下

「基本法」という。）第43条）。 

（ア）選出方法と任期 

行政長官は、業界団体や社会組織から選ばれた選挙委員会により選出される 5

（間接選挙）。その任期は１期５年で、一度のみ再任が認められる（基本法第46

条）。マカオ特別行政区も同様である。  

                            

（イ）職権 

行政長官の主な職権は次のとおり（基本法第48条）。 

a 特別行政区を指導すること  

b 法律を公布、執行すること  

 
5 香港は委員数 1,500 人、マカオは委員数 400 人。 



 

c 各司司長、副司長、各局局長、廉政専員6、会計検査署署長、警務処処長、

入国事務処処長及び税関関長の任命について中央人民政府に要請するこ

と、解任について提案すること  

d 法定の手続により各級法院裁判官を任免すること  

e 中央政府から権限を授与された対外事務を処理すること  

 

（ウ）政策諮問機関 

行政長官の政策諮問機関は、香港特別行政区では行政会議、マカオ特別行政区

では行政会と呼ばれている。いずれも行政長官の政策決定を援助する機構である。 

行政長官は、重要政策の決定、立法会への法案提出、附属法規の制定及び立法

会解散前に、原則として行政会議の意見を聴取しなければならない（基本法第56

条）。 

 

イ 特別行政区政府 

特別行政区政府は、特別行政区の行政機関であり、その首長は行政長官である。  

特別行政区政府は、法律を遵守し、立法機関である立法会に対して責任を負い、  

立法会が可決し発効した法律を施行し、定期的に施政報告をする。  

 

（ア）機関 

特別行政区の主な政府機関は次のとおり。  

 

      図表２－９ 特別行政区の主な政府機関  

 機  関  名 

香港特別行政区  政務司、財政司、法務司  

各局、処、署等  

マカオ特別行政区  行政法務司、経済財政司、保安司  

社会文化司、運輸工務司  

その他 各局各署各処 等 

 

（イ）職権 

特別行政区政府の主な職権は次のとおり。  

・政策を制定し、執行すること  

・行政事務を管理すること  

・中央政府から権限を授与された対外事務を処理すること  

・財政予算及び決算を編成し、提出すること  

    

 
6 汚職・賄賂等の調査・取締りを、行政機関・立法機関から独立して行う。  



 

（２）特別行政区の立法機関 

ア 立法会 

立法会は、特別行政区の立法機関である。  

（ア）定数、代表選出方法、任期 

香港・マカオにおける立法会の選挙は、中国返還後これまで７回ずつ実施され

ている。定数や代表選出方法は選挙ごとに変更が見られ、現在は次のとおりである。 

 

        図表２－10 特別行政区の立法会選挙  

 香港特別行政区  マカオ特別行政区  

ａ 定数 90名 33名 

ｂ 選出方法 （2022年１月１日～2025年12月31日）  

選挙区直接選挙20名 

選挙委員会選出40名 

職能別団体選出30名 

（2021年10月16日～2025年10月15日）  

直接選挙14名 

間接選挙12名 

行政長官任命７名  

ｃ 任期 ４年 ４年 

   

（イ）開催 

立法会は、全議員の過半数の出席をもって開催することができ、立法会主席の

主宰により行なわれる。立法会の議事規則は、立法会自ら制定する。  

 

（ウ）職務・権限 

立法会の主な職権は次のとおり（基本法第73条）。 

a 法律を制定、改廃すること  

b 財政予算を審査し、承認すること  

c 行政長官の施政報告を聴取し、審議すること  

d 行政活動に質疑すること  

e 公共の利益に関する問題を審議すること  

f 終審法院裁判官を任免すること  

g 住民の請願を受け、処理すること  

 

マカオ特別行政区の場合も同様となるが、終審法院裁判官及び高等法院首席裁  

判官の任免に係る承認については、職権を行使することはできない。  

 

（エ）議決 

香港特別行政区では、法案の議決は、会議出席議員の過半数の賛成をもって採

択される（香港特別行政区基本法附則２）。マカオ特別行政区では、法定議員の

過半数の賛成をもって採択される。（マカオ特別行政区基本法第77条） 

 

 



 

イ 立法会主席 

立法会主席は、立法会議員の互選により選出される。立法会主席の主な職権は、次

のとおり。 

（ア）立法会を主宰すること  

（イ）会議日程を決定すること  

（ウ）立法会の開会日時を決定すること  

（エ）休会期間中、特別会議を開催すること  

 

（３）行政機関と立法機関の関係 

上記のほか次の点において相互に関わりを持っている。 

・立法会の可決した法案を、行政長官が特別行政区の全体の利益に適合しないと認

め立法会に差し戻した後、再度立法会が可決した場合には、行政長官はそれに署

名し交付するか、立法会を解散することができる。（香港特別行政区基本法第49

条、マカオ特別行政区基本法第51条） 

・予算案その他の重要法案を否決したときは、行政長官は立法会を解散することが

できる。（香港特別行政区基本法第50条第１項、マカオ特別行政区基本法第52条

第１項第２号） 

・立法会を２回解散した後、新たに選出された立法会が係争の原案を再度可決した

ときは、行政長官は辞職しなければならない。（香港特別行政区基本法第52条第

１項第２号、マカオ特別行政区基本法第54条第１項第２号） 

・香港特別行政区の場合、立法会全議員の４分の１が、マカオ特別行政区の場合、 

全議員の３分の１が、共同で動議を出し、立法会は行政長官の重大な法律違反、汚

職行為について指摘し、調査委員会を設置することができる。調査委員会が当該

指摘内容を証明するに足りる証拠があると認めたときは、立法会は全議員の３分

の２以上の多数で、行政長官の弾劾案を提出し、中央人民政府の決定を求めるこ

とができる。（香港特別行政区基本法第73条第１項第９号、マカオ特別行政区基

本法第71条第１項第７号） 

 

なお、行政長官が立法会を解散できるのは、１任期中１回のみである。（香港特別行

政区基本法第50条第２項、マカオ特別行政区基本法第52条第３項） 



 

２ 中央政府との関係 

特別行政区と中央政府の主な関係は次のとおり。 

・特別行政区基本法は、全人代の議決を経て制定される。（香港特別行政区基本法第

159条、マカオ特別行政区基本法第144条第２項） 

・特別行政区行政長官は、中央政府により任命される。（香港特別行政区基本法附則

１第１条、マカオ特別行政区基本法第47条） 

・中央政府は、行政長官を解任することができる（マカオのみ、マカオ特別行政区基

本法第15条）。 

・外交や国防に関することは中央人民政府が管轄する（香港特別行政区基本法第14

条）。 

 

経済面から見た香港・マカオ 

香港は、経済面での規制が少なく、自由度の高い資本主義体制が維持されてい

る。香港特別行政区基本法では、香港特別行政区は「自由港としての地位を保持

し、法律に別段の定めのあるものを除き、関税を徴収しない」（第114条）、「自

由貿易政策を実行し、貨物、無形財産及び資本の移動の自由を保障する」（第115

条）旨明記されており、ほとんどの品目は無関税となっている。  

 

マカオにおいても、資本主義の経済体制がとられている。香港と比べると面積・

人口は小さいものの、広東省や香港と一体の圏域として、GDPの５割を占める観

光・カジノ産業を中心に飛躍的な経済成長を続けてきた。  

 

香港・マカオ両行政区にとって、中国本土は極めて重要な貿易相手先である。

2004年からは、香港と中国本土、マカオと中国本土との間で、それぞれ経済緊密

化協定（CEPA、FTAに相当）が締結され、2016年にはサービス貿易のほぼ全て

の分野について自由化措置が実施されるなど、経済一体化の取組が進められてい

る。 

  



 

第４節 公務員制度 

 

中国では、地方政府が中央政府の下級組織と位置付けられているため、地方政府に

勤務する公務員も国家公務員である。  

2006年１月に施行された「中華人民共和国公務員法（以下「公務員法」という。）」

では、公務員を「法により公職を履行し、国の行政編制に組み入れ、国の財政が賃金・

福利を負担する業務人員」と定義されており（公務員法第２条）、行政機関に勤務する

職員のほか、中国共産党、人民代表大会、人民政治協商会議、監察機関、司法機関、検

察機関、民主党派に勤務する中央及び地方の職員も公務員に含まれる 8。 

 

１ 条件、義務及び権利 

公務員になるための条件は次のとおり（公務員法第13条）。 

・中華人民共和国国籍を有すること  

・18歳以上であること  

・憲法を擁護し、中国共産党の指導及び社会主義制度を擁護すること  

・良好な政治資質及び道徳品行を有すること  

・正常に職責を履行できる身体的条件及び心理資質を有すること  

・職位上の要求に適合する文化程度及び業務能力を有すること  

・法律の定めるその他の条件  

 

また、公務員法では、公務員の義務と権利として、次の事項が定められている。 

公務員の義務（公務員法第14条） 公務員の権利（公務員法第15条） 
①憲法及び法律の模範的遵守及び中国共産党の指導を

自覚的に受けること 
②国家に忠実で、国の安全、栄誉及び利益を維持・保護

すること 
③誠心誠意人民のため奉仕し、人民の監督を受けること 
④職務に忠実で、勤勉に職責を尽くし、上級組織が法に

より行った決定及び命令に服従し、執行すること 
所定の権限及び手続に従い職責を誠実に履行し、業務
効率向上に努力する 

⑤国家秘密及び業務秘密の保持 
⑥社会主義の核心となす考え方の実践を先導し、法治を

堅持し、規律を遵守し、職業道徳を遵守し、社会公徳
及び家庭美徳を模範的に遵守すること 

⑦公正・廉潔、公平・誠実 
⑧法律の定めるその他の義務 

 

①職責履行のために有すべき業務
条件の取得 

②法定事由や法定手続によること
なく、職務解除、降職、免職又は
処分されないこと 

③賃金報酬、福利及び保険待遇の
享受 

④研修への参加 
⑤業務及び指導者に対する批判及

び建議の提出 
⑥不服申立て及び告訴の提出 
⑦退職の申請 
⑧法律の定めるその他の権利 

 

 
8 公務員法に定義される公務員には、国が運営する学校、病院、水道、交通、試験研

究機関等の公共事業単位の職員は含まれない。但し、これらの職員は、承認を経て

公務員法を参照して管理を行うこととされている（公務員法第 112 条）。 

 



 

２ 採用 

公務員の採用に当たっては、公開試験により平等な競争が実施され、厳格な考査に

より優良者を選択する（公務員法第23条）。 

また、中央機関及びその直属機構の公務員の採用は、中央の公務員主管部門が、地方

各級機関の採用は、省級の公務員主管部門が責任を負う（公務員法第24条）。 

 

（１）公告 

公務員を採用する場合には、試験募集の公告が発布され、募集する職位、人数、資

格条件、申請資料及びその他応募に必要な事項を明記しなければならない（公務員

法第28条）。 

 

（２）応募及び資格審査 

募集・採用機関は、募集資格条件に基づいて、応募申請を審査する（公務員法第29

条）。 

なお、公務員試験への応募資格は、前述の公務員になるための条件を満たしてい

るほか、省級以上の公務員主管部門が定める、担当予定職位に要求される資格条件

を備えていなければならない（公務員法第25条）。 

 

（３）試験 

採用試験は、筆記試験と面接試験の２つに分かれている。試験内容は、公務員が具

備すべき基本能力及び職位類別に基づき、定められる（公務員法第30条）。 

 

（４）任用審査 

募集・採用機関は、試験成績に基づき、考察候補者を確定し、それらの者について

試験応募資格の再審査、考察及び身体検査を行う（公務員法第31条）。 

 

（５）任用 

募集・採用機関は、試験の成績、考察及び身体検査の結果に基づき、採用予定人員

の名簿を提出し、これを公示する（公務員法第32条）。 

公示期間が満了すると、中央級の募集・採用機関は、採用予定人員の名簿を中央公

務員主管部門（地方各級の募集・採用機関は、省・直轄市・地級市の公務員主管部門）

に報告し、審査・承認を受ける（公務員法第32条）。 

新規に採用された公務員の試用期間は１年とされ、試用期間が満了し適格である

場合は正式に採用され、適格でない場合は採用が取り消される（公務員法第34条）。 

  



 

３ 考査 

公務員の考査については、管理権限に従い、公務員の徳、能力、勤勉性、業績及び廉

潔性を全面的に考査し、政治資質及び業務実績を重点的に考査しなければならない（公

務員法第35条）。 

平時考査、専門項目考査及び定期考査等の方式に分ける。定期考査については、平時

考査及び専門項目考査を基礎とする（公務員法第36条）。 

定期考査の結果については、優秀、職務適任、基本的職務適任及び職務不適任という

４つの等級に分ける。書面により公務員本人に通知しなければならない（公務員法第

38条）。 

 

 

  



 

４ 処遇 

 公務員法では、公務員の給与制度、福利制度、保険制度等について、それぞれ次のと

おり定めている。 

 

（１）給与制度 

公務員には、職務に基づく12の職階と、職責、資質、学歴、勤務実績等に基づく15

の等級が設けられている。公務員の給与や待遇は、これらを根拠に決定されることと

されている（公務員法第79条）。具体的な職階、等級については図表２－11のとおり

である。 

 

図表２－11 中国の公務員における職階と級の対応関係 

 
職階 

 
級 

 
中央政府 

地方政府 

省級 
（省・直轄市） 

地級 
 （地級市） 

県級 
（県・県級市） 

郷級 
（郷・鎮） 

１  １  国務院総理     

２  ２～４  副総理 
国務委員 

    

３  ４～８  部長 
委員会主任 

省長 
直轄市長 

   

４  ６～10 副部長 
委員会副主任 

副省長 
直轄市副市長 

   

５  ８～13 司長 庁長･局長 
主任 

一級巡視員 

市長   

６  10～15 副司長 副庁長･副局長 
副主任 

二級/副巡視員 

副市長   

７  12～18 処長 処長 
一・二級調研員 

局長 
主任 

県長 
市長 

 

８  14～20 副処長 副処長 
三・四級/副調研員 

副局長 
副主任 

副県長 
副市長 

 

９  16～22 科長 科長 
主任科員 

科長 局長 郷長 
鎮長 

10 18～24 副科長 副科長 
副主任科員 

副科長 副局長 副郷長 
副鎮長 

11 15～24 主任科員 主任科員 主任科員 主任科員 主任科員 

12 18～27 科員 科員 科員 科員 科員 

（注）上図は、基本図である。 

 

公務員の給与は、基本給与、手当、補助手当、賞与から構成されている。このうち手

当には、地域手当、環境不良・辺境地域手当、職務手当、住宅・医療手当等が存在する

（公務員法第80条）。なお、公務員の給与水準は、国民経済の発展と協調し、社会進歩

と相応しなければならないとされており、定期的に民間給与との比較調査が行われ、



 

賃金水準の調整根拠となる（公務員法第81条）。 

 

（２）福利制度 

公務員は、国の定めにより福利待遇を享受するとされており、福利待遇は、経済社会

の発展水準に基づき高められる（公務員法第82条）。 

 

（３）保険制度 

国は、公務員保険制度により、退職、疾病、労働災害、出産、失業等の状況にある公

務員に対して、援助や補償取得を保障している。  

また、公務により障害が残った公務員は国の定める障害待遇を、公務により犠牲、死

亡又は病死した公務員の親族は国の定める慰問及び優遇を受ける（公務員法第83条）。 

 

  



 

（４）退職・辞職 

公務員の退職については、次のとおり条件が定められている。  

 条   件  

強制退職（公務員法第92条）  次のいずれかに該当するとき  

・国の定める退職年齢（男性60歳、女性55歳）に達

したとき  

・職務能力を完全に喪失したとき  

依願退職（公務員法第93条）  次のいずれかに該当するとき  

・勤務年数が30年に達しているとき  

・退職年齢まで５年未満で、勤務年数が20年に達し

ているとき  

・繰り上げて退職することができる、国が定めるそ

の他の事由に該当するとき  

 

公務員の辞職については、次のとおり条件が定められている。  

 条   件  

公務員が辞職してはいけない場合  

（公務員法第86条）  

次のいずれかに該当するとき  

・国の定める最低勤務年数に達していない場

合  

・国家機密にかかわる等の特殊な職に任職

し、国の定める秘密離脱期限を満たしてい

ないとき  

・重要公務が未完了かつ本人が処理を継続す

べきとき  

・会計検査・規律検査・監察調査を受けてい

るとき  

・犯罪を疑われ、司法手続が終結していない

とき  

・法律又は行政法規に定められるその他の事

由  

公務員が辞職しなければならない場

合（公務員法第87条第３項）  

※指導的職務を担う公務員に対して

適用される。  

次のいずれかに該当するとき  

・職務上の重大な過失により、重大な損失若

しくは劣悪な社会的影響をもたらした場

合  

・重大事故に対して指導的責任を負う場合  

なお、公務員が退職・辞職した場合には、指導的職務の公務員は離職後３年以内

に、その他の公務員は離職後２年以内に、元の職務と直接関連する企業又はその他

営利組織で任用されてはならず、元の職務と直接関連する営利活動に従事してはな

らない（公務員法第107条第１項）。 

 

（５）免職 

公務員は、次のいずれかに該当する場合は、これを免職する（公務員法第88条）。 

・定期考査9において、２年連続して職務不適任と判断された場合  

 
9 公務員の考査は、平時考査と定期考査に分けられ、定期考査は平時考査を基礎に実

 



 

・現職業務に耐えられず、またその他の配置を受け入れない場合  

・配属機関の定員調整、廃止・合併又は縮減により業務調整が必要な場合に、本人が  

合理的配置を拒む場合  

・公務員の義務や規律を履行・遵守せず、教育による改善が見られず、引き続き職務  

に当たることが適当ではない場合で、除籍処分が適切ではない場合  

・連続15日又は１年間累計30日を超える無断欠勤  

 

なお、解雇される公務員は、解雇費を受領し、又は国の関係規定に基づき失業保険を

受けることができる（公務員法第90条第２項）。  

 

 

 

施される（公務員法第 36 条）。定期考査の結果は、優秀、適任、基本適任、不適任

の４段階に分けられ、書面をもって本人に通知されることとなっている（公務員法第

38 条）。 



 

第５節 地方人民政府における事務 

 

ここまで地方行政を担う地方政府の組織・権限及びそれを実行する公務員の制度を

中心に説明してきた。本節では、地方政府において、実際にどのように行政運営がされ

ているのかを把握するために、まず各級地方政府の具体的な組織を概観し、その上で、

多くの国において地方政府が大きな役割を担っている義務教育と社会保障の事務の実

態を紹介する。 

なお、中国では、中央と地方、地方各級政府間の役割分担については、特に省級以下

の地方政府間の事務配分が極めて弾力的であること等の理由から、地方における事務

やその役割分担を網羅的に説明することは困難である。以下に紹介するものは、あく

まで一例であり、全ての地方に当てはまるものではないことに留意いただきたい。 

 

１ 組織 

中央政府及び地方政府の組織は、おおよそ次のとおりであり、中央政府の各部門に

対応する形で、各級ごとに担当部門が設置されており、中央と地方の指導・報告関係

の下で、行政運営が行われている。 

 

図表２－12 中央政府及び地方政府の組織例 

中央政府 

 

（国務院） 

地方政府 

省級 

（例：山東省） 

地級 

（例：臨沂市） 

県級 

（例：莒南県） 

郷級 

（花園郷） 

〈部・委員会〉 

外交部 

国防部 

国家発展・改革

委員会 

教育部 

 

科学技術部 

工業・情報化部 

国家民族事務委員会 

 

公安部 

国家安全部 

民政部 

司法部 

財政部 

人力資源・社会

保障部 

自然資源部 

生態環境部 

住宅・都市農村

建設部 

 

 

 

交通運輸部 

水利部 

 

外事弁公室 

 

発展改革委員会 

 

教育庁 

 

科学技術庁 

 

民族宗教事務委員

会 

公安庁 

 

民政庁 

司法庁 

財政庁 

人力資源・社会保

障庁 

自然資源庁 

生態環境庁 

住宅・都市農村建

設庁 

 

 

 

交通運輸庁 

水利庁 

 

外事弁公室 

 

発展改革委員会 

 

教育局 

 

科学技術局 

工業・情報化局 

 

 

公安局 

 

民政局 

司法局 

財政局 

人力資源・社会

保障局 

自然資源計画局 

生態環境局 

住宅・都市農村

建設局 

 

都市管理局 

 

交通運輸局 

水利局 

 

 

 

発展改革局 

 

教育体育局 

 

科学技術局 

工業情報化局 

 

 

公安局 

交通警察大隊 

民政局 

司法局 

財政局 

人力資源・社会

保障局 

自然資源計画局 

生態環境局 

住宅・都市農村

建設局 

 

 

 

交通運輸局 

水利局 

 

 

 

 

 

文化教育事務所 

小・中学校 

 

 

 

 

派出所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水利ステーション 



 

農業農村部 

 

 

商務部 

 

 

文化・旅遊部 

国家衛生健康委

員会 

退役軍人事務部 

応急管理部 

中国人民銀行 

 

会計審査署 

 

 

〈直属特設機構〉 

国有資産監督管

理委員会 

 

 

〈直属機構〉 

税関総署 

国家税務総局 

 

 

国家市場監督管

理総局 

国家金融監督管

理総局 

中国証券監督管

理委員会 

国家放送・テレビ

総局 

国家体育総局 

国家陳情局 

国家統計局 

国家知的所有権

局 

国家国際発展合

作署 

国家医療保障局 

国務院参事室 

国務院機関事務

管理局 

 

 

 

 

 

〈事務機構〉 

国務院研究室 

 

〈直属事業単位〉 

新華通信社 

中国科学院 

中国社会科学院 

中国工程院 

農業農村庁 

 

 

商務庁 

 

 

文化・旅遊庁 

衛生健康委員会 

 

退役軍人事務庁 

応急管理庁 

 

 

会計審査庁 

 

 

 

 

 

国有資産監督管理

委員会 

 

 

税務局 

 

 

市場監督管理局 

 

地方金融監督管理

局 

 

 

放送・テレビ局 

 

体育局 

 

統計局 

 

 

 

 

医療保障局 

 

機関事務管理局 

 

 

人民防空弁公室 

 

 

 

 

人民政府研究室 

 

 

 

 

 

 

農業農村局 

 

 

商務局 

 

 

文化・旅遊局 

衛生健康委員会 

 

退役軍人事務局 

応急管理局 

 

 

会計審査局 

 

 

 

 

 

国有資産監督管

理委員会 

 

 

税務局 

行政審査サービ

ス局 

市場監督管理局 

 

地方金融監督管

理局 

 

 

放送・テレビ局 

 

体育局 

 

統計局 

 

 

 

 

医療保障局 

 

 

 

 

市国防動員弁公

室 

 

 

 

人民政府研究室 

 

 

 

 

 

 

農業農村局 

 

 

 

 

 

文化・旅遊局 

衛生健康局 

 

退役軍人事務局 

応急管理局 

 

 

会計審査局 

 

 

 

 

 

国有資産運営セ

ンター 

 

 

税務局 

行政審査サービ

ス局 

市場監督管理局 

 

金融作業弁公室 

 

 

 

放送・テレビ局 

 

 

 

統計局 

 

 

 

 

医療保障局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラジオステーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

国務院発展研究

センター 

中央ラジオテレ

ビ総台 

中国気象局 

 

 

<部・委員会管理> 

国家食糧物資備

蓄局 

国家エネルギー

局 

国家データ局 

国家国防科技工

業局 

国家煙草専売局 

国家移民管理局 

国家林業草原局 

国家鉄路局 

中国民用航空局 

国家郵政局 

 

国家文物局 

国家漢方医薬管

理局 

国家疾病予防コ

ントロール局 

国家鉱山安全監

査局 

国家消防救援局 

国家外貨管理局 

国家薬品監督管

理局 

 

 

ラジオテレビ台 

 

気象局 

 

 

 

食糧物資備蓄局 

 

エネルギー局 

 

大データ局 

 

 

 

陳情局 

 

 

 

郵政管理局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牢獄管理局 

海洋局 

畜牧獣医局 

薬品監督管理局 

 

 

ラジオテレビ台 

 

気象局 

 

 

 

食糧物資備蓄局 

 

 

 

大データ局 

 

 

 

陳情局 

林業局 

 

 

郵政管理局 

 

 

ラジオテレビ台 

 

気象局 

 

 

 

食糧物資備蓄セ

ンター 

エネルギー作業

服務センター 

 

 

 

 

陳情弁公室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食糧管理事務所 

 

電気供給ステーシ

ョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便局 

電信局 

 

（注）１ 上図は基本図である。 

２ 外事弁公室は、日本の地方公共団体における国際交流担当部署に相当する。中

国各地を訪れる外国人の交流・あっせんを主な業務としており、日本の地方公共

団体が地方政府関係機関とアポイントメントを取る際の窓口にもなっている。ま

た、日本の地方公共団体で、国際交流に関連した業務に従事したことのあるJET

経験者など、日本語対応が可能な職員が在籍していることが多い。 

（出所）中華人民共和国中央人民政府及び各地方政府ホームページ等を参考に作成。 

 

 

 

 

  



 

２ 事務の具体例 

（１）義務教育   

ア 義務教育制度の概要 

中国では、小学校６年・中学校３年の９年制義務教育制度がとられている 10。教育

課程は、国務院の教育行政部門を担当する教育部が教育内容の基準を定め、その基

準に従って各省級の地方政府が地域の実情に合わせて設定する。また、教科書は、

以前は全国統一の国定教科書が使用されていたが、1987年以降、教育部の検定の下

で、地方政府による発行が認められている。  

2006年９月には、義務教育法（1986年制定。以下「教育法」という。）が大幅に

改正され、国・親の義務教育を受けさせる義務、子供の義務教育を受ける権利と義

務、義務教育無料化の原則、教育の質の向上と機会均等を目指すことが明記された。

2008年には、授業料だけでなく、光熱費等の諸経費も無料となり、2010年には全て

の地域での義務教育実施を達成している。  

2015年４月には教育法第40条が改定され、「教科書の価格は、省、自治区、直轄

市人民政府価格行政部門が同級の出版行政部門とともに薄利の原則に沿って決定す

ること」とされた。  

 

イ 政府間役割分担と具体的事務 

義務教育は、国務院の指導の下、地方人民政府が管理するとされている（教育法第

７条）。具体的には、中央（教育部）において、教育の政策目標、基本法規、教育予

算、教育内容（カリキュラム等）の策定や地方出先機関への指導等が行われ、地方

（教育庁（局））において、「省級人民政府が企画・実施し、県級人民政府が主とし

て管理する（教育法第７条）」という原則の下、教育の実務が行われる。  

義務教育に係る経費は、国務院及び各級地方政府が、職責に応じ共同で負担し、省

級政府が具体的に決定することとされている（教育法第44条第１項）11。 

  少数民族児童用学校（クラス）の設置を省級政府が行うこと（教育法第18条）や、

寄宿制学校の設置を県級政府が行うこと（教育法第17条）といったように、単独の

事業実施主体が法定されているものもあるが、適齢児童の入学（登校）の督促を県級

政府及び郷級政府が行うこと（教育法第13条第１項）、居民委員会（村民委員会）が

これに協力すること（教育法第13条第２項）等といったように、地方各級政府等が

連携協力して、実施されているものが多い。  

地方政府間の役割分担は弾力的なものとなっており、各級地方政府における「典

型的な役割分担や事務の流れ」を把握することは困難である。全国的に共通してい

えるのは、省級政府がその地域において大きな権限を持っていること、県級政府が

 
10 都市部では、児童の成長発達に合わせた学年及びカリキュラム編成という考えか

ら、小学校５年、中学校４年という５・４制をとるところもある。  
11 教育関連支出の内訳は、中央政府 1,690 億元に対し、地方政府３兆 5,778 億元

（2022 年）。 



 

事務実施主体として大きな役割を担っていること、近年更にその役割を強化する方

向で改革が進められていることである。  

経済的に貧しい農村部の地域においては、都市部との就学機会・教育条件の格差

是正を目指して、学校施設の整備や子供の栄養面・衛生面の支援を行うセーフティ

ネット構築など、質の高い教育を提供するための取組が進められている。  

 

（２）社会保障  

ア 社会保障制度の概要 

改革・開放による社会主義計画経済から社会主義市場経済への移行に伴う国有企

業改革等の様々な取組にあわせて、社会保障制度についても社会状況に適応した制

度の構築が進められている。  

現在、都市部と農村部では異なる社会保障制度が運用されている。ここでは、都市

部の社会保障制度について記載する。 

社会保障制度は、社会保険、社会救済、社会福祉、住宅補助、軍人福祉からなる。

介護保険制度は、現在存在しない。 

社会保険：年金保険・医療保険・失業保険・労災保険・出産育児保険 

社会救済：最低生活保障・災害救済・社会共済・浮浪者等救済 

社会福祉：児童福祉・老人福祉・障害者福祉 

住宅補助：公共住宅積立・経済適用住宅・廉価賃貸住宅 

 

  保険料負担は、政府・企業・個人による３者負担方式が採用されており、このう

ち、企業の負担が大きく、３者の中で最も重要な役割を担っている。 

 

イ 政府間役割分担と具体的事務 

中央政府は、国家全体の社会保障業務の基本方針・政策の決定、社会保障制度に

係る法律や規則の制定、社会保障事業の発展計画の策定、地方政府の業務に関する

監督・監査等を行い、地方政府は、各地の実情にあわせた社会保障事務を行うこと

とされている12。 

地方政府間の役割分担では、省級地方政府は、社会保障に係る地方性法規・規則

の作成、省内の社会保障業務の指導・監督を行う。県級以上地方政府は、中央政府

及び上級地方政府の政策に合致するような社会保障業務の基本方針・政策の決定、        

社会保障制度に係る法律や規則の制定、社会保障事業の発展計画の策定等を行う。

そして、郷級地方政府が、各種申請の窓口業務、申請者に対する事実調査、高齢

者・身体障害者への福祉サービス提供等を行う。また、社区はその優れた住民ニー

 
12 社会保障支出の負担割合は、中央政府が約４％、地方政府が約９６％となってい

る。 



 

ズ把握力や情報伝達力を活かし、高齢者介護等を中心に大きな役割を果たしてい

る。 

大まかに言えば、中央政府が年金制度や医療保険制度等の基本的な制度の枠組み

を作り、省級・地級・県級地方政府が大きな裁量権の下、各地域の実態と現状を踏ま

えて制度や基準を作成し、郷級地方政府が実際の主たる事務実施者となっている。

そして、社区がサービス提供において大きな役割を果たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


